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長野県告示第370号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　	　長野市鬼無里字高尾10005 のロ、10006 のイ、10008 のイ、10008 のハ、10009 のイ、10009 のロ、10010 のイ、10010 のロ、10010 のハ、

10011、10012

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第371号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条

の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　	　松本市大字原字向山501 のハ、507 のニ、508 の１、509 の３、510 の１、510 の２、510 の６、511 の１、511 の３、511 の５、字

北ノ久保462、463 のイ、463 のロ、466 のイ、466 のロの１、字祢り尾479、480、484、491 の１、508 のニ、508 のホ、509 の１
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森林づくり推進課

長野県告示第372号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　上田市古安曽字中原301 の１、字栗尾352、353

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第373号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　伊那市高遠町東高遠1991

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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森林づくり推進課

長野県告示第374号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　大町市社字大門口4238 の２、字大門口日向4239 の１、4239 の５、4239 の 7、4239 の８

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第375号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　佐久市内山字大沼144 の２

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び佐久市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第376号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一
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森林づくり推進課

長野県告示第377号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　北安曇郡松川村字青崎3305 のト、3305 のチ、3307、3312、3314

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び松川村役場に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第378号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　下伊那郡阿南町字和合2036 の１、2036 の４

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

１　保安林予定森林の所在場所

　　南佐久郡小海町大字千代里字三山窪2083 の 181、2083 の 199、2083 の 322、2083 の 323、2083 の 339

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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森林づくり推進課

長野県告示第379号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和６年７月４日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　下伊那郡泰阜村3919 の２、3919 の４、3920 の４

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

長野県北信建設事務所告示第７号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和６年７月24日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和６年７月４日

	 長野県北信建設事務所長　関　　　一　規

１　道路の種類　	県道

２　路		線		名　	長瀬横倉停車場線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下水内郡栄村大字堺字下打2941番の３地先から
下水内郡栄村大字堺字百合居1194番の１地先まで

旧

ｍ

15.0 ～ 46.6

km

0.2673

同　　　　　上 新

5.5 ～ 55.5 0.2789

15.0 ～ 55.5 0.2673

道路管理課


